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二
〇
一
四
年
三
月
二
〇
日
、
中
国
の
第
二
回
普
遍
的
定
期
審

査
（
Ｕ
Ｐ
Ｒ
）
に
関
す
る
作
業
部
会
の
報
告
書
採
択
時
、
中
国

の
人
権
活
動
家
の
曹
順
利
氏
の
拘
禁
施
設
で
の
死
亡
が
取
り
上

げ
れ
た
。
彼
女
は
国
連
の
人
権
研
修
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
参
加
す
る

た
め
に
北
京
首
都
空
港
を
訪
れ
た
際
に
拘
束
さ
れ
、
二
〇
一
三

年
一
〇
月
、
非
合
法
集
会
罪
（
後
に
騒
動
挑
発
罪
に
変
更
）
で

起
訴
さ
れ
収
監
さ
れ
て
い
た
。
彼
女
は
、
中
国
政
府
が
第
二
回

Ｕ
Ｐ
Ｒ
に
際
し
て
提
出
し
た
政
府
報
告
書
に
独
立
し
た
市
民
の

意
見
を
反
映
す
る
よ
う
に
求
め
て
い
た
。
こ
の
事
件
に
つ
い
て
、

ヒ
ュ
ー
マ
ン
ラ
イ
ツ
ウ
オ
ッ
チ
な
ど
人
権
Ｎ
Ｇ
Ｏ
が
国
連
人
権

理
事
会
の
場
で
批
判
を
展
開
し
た
。
人
権
Ｎ
Ｇ
Ｏ
は
自
ら
の
残

り
の
発
言
時
間
を
曹
氏
へ
の
黙
祷
の
時
間
に
充
て
る
よ
う
に
主

張
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
中
国
政
府
代
表
は
、
Ｕ
Ｐ
Ｒ
を
定
め

た
二
〇
〇
七
年
六
月
一
七
日
の
人
権
理
事
会
の
制
度
構
築
決
議

に
よ
れ
ば
、
発
言
時
間
は
意
見
を
述
べ
る
た
め
に
の
み
用
い
ら

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
想
起
す
べ
き
だ
と
発
言
し
た
。

結
局
、
こ
の
問
題
が
投
票
に
付
さ
れ
、
中
国
の
提
案
が
可
決
さ

れ
た
。
中
国
の
外
交
的
勝
利
と
な
っ
た
。

第
二
回
の
Ｕ
Ｐ
Ｒ
で
中
国
は
二
五
二
の
勧
告
を
受
け
た
が
、

全
体
の
八
〇
％
に
わ
た
る
二
〇
四
の
勧
告
（
一
六
五
の
勧
告
を

受
諾
し
、
三
九
の
勧
告
を
実
施
済
み
と
し
た
）
に
つ
い
て
受
け

入
れ
た
。
拒
否
し
た
勧
告
は
四
八
で
あ
る
。
数
字
だ
け
見
る
と
、

審
査
に
協
力
的
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
実
際
に
は
受
け
入

れ
や
す
い
勧
告
を
受
諾
し
た
に
過
ぎ
な
い
と
も
い
え
、
中
国
が

真
に
人
権
状
況
の
改
善
に
積
極
的
と
い
え
る
か
ど
う
か
に
つ
い

て
は
慎
重
に
評
価
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
と
え
ば
、
中
国
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
ユ
ー
ザ
ー
数
が
世

世
界
の
人
権
は
い
ま
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界
一
で
あ
る
が
、
国
内
で
は
グ
ー
グ
ル
に
ア
ク
セ
ス
す
る
こ
と

は
で
き
ず
、
こ
の
よ
う
な
中
国
政
府
に
よ
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

の
規
制
に
つ
い
て
は
西
欧
諸
国
か
ら
規
制
の
撤
廃
が
勧
告
さ
れ

た
。
し
か
し
、
中
国
の
友
好
国
で
あ
る
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
は
、

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
情
報
の
保
護
及
び
監
督
に
関
す
る
法
制

の
強
化
を
、
キ
ュ
ー
バ
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
違
法
行
為
に

対
す
る
措
置
を
講
じ
る
よ
う
勧
告
し
て
お
り
、
国
に
よ
っ
て
正

反
対
の
勧
告
が
な
さ
れ
て
い
る
の
が
実
情
で
あ
る
。
二
〇
〇
四

年
三
月
一
四
日
、
中
国
憲
法
第
三
条
第
三
項
に
「
国
家
は
人
権

を
尊
重
保
護
す
る
」
と
の
文
言
が
付
け
加
え
ら
れ
た
が
、
そ
の

実
態
は
条
文
と
は
乖
離
し
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
。

二
〇
一
四
年
三
月
、
国
連
人
権
理
事
会
に
出
席
し
た
中
国
代

表
団
は
、
香
港
特
別
行
政
区
は
、
今
後
と
も
人
権
と
自
由
が
保

障
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
と
発
言
し
た
。
し
か
し
、
二
〇
二
〇
年
六

月
三
〇
日
に
成
立
し
た
「
香
港
国
家
安
全
維
持
法
」
に
よ
っ
て
、

香
港
の
人
々
の
人
権
と
自
由
は
大
幅
に
規
制
さ
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
。
香
港
返
還
に
伴
う
一
九
八
四
年
の
香
港
に
関
す
る
英

中
共
同
声
明
（
共
同
声
明
と
い
う
名
称
だ
が
、
両
国
が
批
准
書

を
交
換
し
た
二
国
間
条
約
で
あ
る
）
で
保
障
さ
れ
た
香
港
の
一

国
二
制
度
は
、
同
法
に
よ
り
大
き
な
危
機
を
迎
え
て
い
る
。
同

声
明
で
は
、
香
港
に
お
け
る
「
人
身
、
言
論
、
出
版
、
集
会
、

結
社
、
旅
行
、
移
動
、
通
信
、
ス
ト
ラ
イ
キ
、
職
業
選
択
、
学

術
研
究
及
び
宗
教
上
の
信
仰
な
ど
の
権
利
及
び
自
由
は
、
法
に

よ
っ
て
保
障
さ
れ
」（
三
項
（
五
））、
こ
の
制
度
は
「
五
〇
年
間

は
不
変
と
す
る
」（
同
（
一
二
））
と
約
束
さ
れ
て
い
た
。
か
つ

て
の
宗
主
国
で
あ
る
英
国
は
、
こ
う
し
た
事
態
を
受
け
て
、
七

月
二
二
日
、
一
九
九
七
年
の
香
港
返
還
以
前
に
生
ま
れ
た
香
港

市
民
と
そ
の
扶
養
家
族
（
対
象
者
は
約
三
〇
〇
万
人
）
は

二
〇
二
一
年
一
月
か
ら
英
国
の
特
別
査
証
（
ビ
ザ
）
を
申
請
で

き
る
と
発
表
し
た
。
中
国
政
府
は
、
対
象
者
は
全
員
が
中
国
公

民
で
あ
る
と
し
て
、
こ
れ
に
反
発
し
て
い
る
。

あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
が
、
香
港
が
返
還
さ
れ
た
後
も
英

国
が
締
約
国
で
あ
っ
た
自
由
権
規
約
は
引
き
続
き
香
港
に
適
用

さ
れ
て
い
た
。
中
国
政
府
は
、
香
港
の
人
権
状
況
に
つ
い
て
自

由
権
規
約
委
員
会
に
報
告
書
を
提
出
し
て
い
た
が
、
は
た
し
て

今
後
も
継
続
さ
れ
る
か
ど
う
か
注
視
す
る
必
要
が
あ
る
。


